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武蔵野クリーンセンター
第1回合同意見交換会

■６月28日（月）
テーマ２ 煙突高さについて
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「煙突高さ」 についての検討フロー

≪煙突高さ59ｍと100ｍで何が異なるのか≫
-１．排ガス濃度・排ガスの拡散状況・・・拡散シミュレーション
-２．航空法による規制・・・・・・・・・昼間障害標識／航空障害灯
-３．煙突の圧迫感・外観・・・・・・・・煙突デザイン性

≪検討の方向性≫
●拡散シミュレーションをすることによって、周辺への影響を可視化する。
●煙突が60ｍ以上になると、どの様な航空法の対応が必要となるかを明確
にする。

●全国では多様な煙突デザインがあるため、デザインによってはシンボル
性を高めたり、付加価値を持たせたりすることも可能なことを事例紹介
する。

≪煙突高さの決定に向けて≫
●「委員会」では、本日、煙突高さについて議論する。
●「協議会」との意見交換会において、デザイン性を中心に議論する。
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１．煙突高さによる拡散シミュレーション（１）

2008年度値

武蔵野市関前測定局ﾃﾞｰﾀ（SＯx：時間最大値
0.003ppm/年平均値0.001ppm、HCl：測定値なし）
「ふじみ新ごみ処理施設整備事業 環境影響評価
書」のH20年実測値（HCl：0.001未満）

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度

2008年度値東京管区気象台ﾃﾞｰﾀ気象条件

窒素酸化物総量規制ﾏﾆｭｱﾙ準拠ｺﾝｹｲｳ式、ﾌﾞﾘｯｸﾞｽ式有効煙突高

－59ｍ煙突高さ

現施設と同様、排出濃度は以下の通り。排出諸元

窒素酸化物総量規制ﾏﾆｭｱﾙ準拠ﾌﾟﾙｰﾑ式、ﾊﾟﾌ式予測式

－いおう酸化物、塩化水素予測物質

備考内容項目

＜拡散シミュレーション条件＞
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0.003007/0.0010070.0000070.003/0.001②100ｍ

1時間値の1日平均値が
0.04ppm以下で、1時間値が
0.1ppm以下。

0.00302/0.001020.000020.003/0.001①59ｍ

備考
(環境基準等)

将来濃度
(ppm)

最大付加濃度
(ppm)

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度
(ppm)煙突高さ

＜いおう酸化物の拡散シミュレーション結果（排出濃度10ppm）＞

0.001未満0.0000070.001未満②100ｍ

目標環境濃度0.02ppm以下
ただし「大気汚染防止法に基づ
く窒素酸化物の排出基準の改定
等について」（昭和52年、環大
規第136号）に基づく濃度。

0.001未満0.000020.001未満①59ｍ

備考
(環境基準等)

将来濃度
(ppm)

最大付加濃度
(ppm)

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度
(ppm)煙突高さ

＜塩化水素の拡散シミュレーション結果（排出濃度10ppm）＞

１．煙突高さによる拡散シミュレーション（２）



5

0.00005

0.00005

0.00010

0.00010

0.00020

1:25,000

0 1000 2000m

煙突

地上における最大付加濃度
塩化水素：0.00002ppm

1km

2km

3km

0.00001

0.00002

0.000005

0.00001

0.00001

0.000005

断面図
位置

0.000020.000005

0.00001

0.00003
0.00004

0.00005

0.00010.0002

0.00002
0.00003

0.00004
0.00005

煙突

地上における最大付加濃度
塩化水素：0.00002ppm

0.00001

＜いおう酸化物・塩化水素の拡散シミュレーション結果＞

（排出濃度10ppm／煙突高さ59ｍ）

１．煙突高さによる拡散シミュレーション（３）
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＜いおう酸化物・塩化水素の拡散シミュレーション結果＞

（排出濃度10ppm／煙突高さ100ｍ）

１．煙突高さによる拡散シミュレーション（４）



7

○煙突高さ60ｍ未満の場合は規定なし。
○60ｍ以上の場合には『①煙突高さの１／10以上の幅を確保』 、『②昼間障害標識＋中光度
赤色及び（又は）低光度』または『③中光度白色（閃光）の航空障害灯』となる。

２．煙突高さと航空障害灯／昼間障害標識（１）

＜煙突高さと幅の関係＞

＜代替色＞

①②
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架空線、支線、

係留気球

昼間障害標識を 昼間障害標識を 昼間障害標識の 昼間障害標識の

設置しない場合 設置する場合 設置義務あり 設置義務なし

（常時点灯） （夜間点灯） （夜間点灯） （夜間点灯）

高光度

(白色閃光)

60ｍ以上

上記以外で

航空機の安全を

害するおそれ 中光度白色 低光度（100cd）

のある物件 (閃光) 又は

進入表面、 中光度赤色(明滅)

転移表面、

水平表面の下で、

著しく近接（※）

又は航空機の

安全を害する

おそれのある物件

中光度赤色（明
滅）及び低光度
（32cd）

すべて 物件の設置者

90ｍ以上

中光度赤色(明滅)

及び

低光度（32cd）

150ｍ以上
←（高光度の場合
昼間障害標識の設
置義務なし）

中光度赤色（明
滅）及び低光度
（32cd）

大臣

低光度（１０cd）

60ｍ未満

飛行場の設置
者(灯火)
大臣（昼間障害
標識）

中光度赤色(明滅)

又は

高さ 物件の場所

設置する航空障害灯の種類

灯火・昼間障
害標識を設置
する者（設置者
が管理者）

煙突・鉄塔類、骨組構造、 左記以外（ビル
等）制限表面下のガスタンク等

２．煙突高さと航空障害灯／昼間障害標識（２）

＜航空障害灯の種類と要件＞

航空障害標識

③ ②
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ex.外装デザインのみ

・新しい煙突整備の試み
・整備コストが高くなる
傾向あり

・今回の敷地条件では、
実現するには来客者動
線などの検討が必要

・シンボル性は高まる
・発電を有効利用するこ
とも可能

・デザインの方法によっ
てコストが上下する

・工場本体と整合性の取
れたデザイン

・外装デザインを工夫す
ることで、特徴を出す
ことが可能

・比較的、廉価

評
価

ex.展望台ex.時計

事
例

③展望台付きデザイン②時計付きデザイン①シンプルなデザイン

３．煙突のデザイン性

④市民公募デザイン

・デザインを市民に公募
することで、市民が親
近感を持つ

・例えば、既存煙突のよ
うに、空と雲をイメー
ジさせるデザイン等が
ある

ex.市民公募のデザイン

岡山市東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ (100m)

大阪市環境局舞洲工場(120m) 世田谷清掃工場(100m)

武蔵野市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ (59m)有明清掃工場(140m)福岡市南部清掃工場(80m)

甲府市環境衛生ｾﾝﾀｰ(59m) 坂戸市清掃ｾﾝﾀｰ (59m)
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煙突高さ59ｍと100ｍで何が異なるのかを一覧表にすると以下の通りである。

４．煙突高さの検討結果（まとめ）

意見交換会で煙突デザイン（圧迫感・ｼﾝﾎﾞﾙ性等）について
議論し、最終決定する。

最終評価

○
高い

◎
低い。

（既存利用も可）

コストパフォーマンス

ｼﾝﾎﾞﾙ性

圧迫感

◎

○

○

◎

○

◎

◎

○

高い低い

大きい小さい煙突デザイン性

航空障害灯を設置す
る可能性大

設置不要航空障害灯／昼間航空標識

バックグラウンドより
もかなり微量の付加
率。

バックグラウンドよ
りも微量の付加率。

周辺への排ガス影響

100m59m煙突高さ
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○東京二十三区清掃一部事務組合は100ｍ以上が多い。
○東京二十三区以外には、約60mが多い。

杉並清掃工場 光が丘清掃工場 大田清掃工場　第一工場 目黒清掃工場 大田清掃工場　第二工場 破砕ごみ処理施設 練馬清掃工場 有明清掃工場

炉・燃焼装置形式 ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ 回転燃焼 流動床 ストーカ ストーカ

焼却能力 300t/24h×3炉 150t/24h×2炉 200t/24h×3炉 300t/24h×2炉 200t/24h×3炉 180t/24h×1炉 300t/24h×2炉 200t/24h×2炉
160m 150m 41m 150m 41m ― 100m 140m

千歳清掃工場 江戸川清掃工場 墨田清掃工場 北清掃工場 新江東清掃工場 港清掃工場 豊島清掃工場 中央清掃工場

炉・燃焼装置形式 ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ

焼却能力 600t/24h×1炉 300t/24h×2炉 600t/24h×1炉 600t/24h×1炉 600t/24h×3炉 300t/24h×3炉 200t/24h×2炉 300t/24h×2炉
130m 150m 150m 120m 150m 130m 210m 177.5m

渋谷清掃工場 板橋清掃工場 多摩川清掃工場 足立清掃工場 品川清掃工場 葛飾清掃工場 世田谷清掃工場 中防灰溶融施設

炉・燃焼装置形式 流動床 ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ 流動床式ガス化溶融炉 電気式（プラズマ方式）

焼却能力 200t/24h×1炉 300t/24h×2炉 150t/24h×2炉 350t/24h×2炉 300t/24h×2炉 250t/24h×2炉 150t/24h×2炉 100t/24h×4炉
149m 130m 100m 130m 90m 130m 100m ―

武蔵野市 三鷹市 昭島市

館清掃工場 八王子市北野清掃工場 戸吹清掃工場 立川市清掃工場　（1・2号炉） 立川市清掃工場　（3号炉） 武蔵野クリーンセンター 三鷹市環境センター 昭島市清掃センター

炉・燃焼装置形式 ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ

焼却能力 150t/24h×2炉 100t/24h×1炉 100t/24h×3炉 90t/24h×2炉 100t/24h×1炉 65t/24h×3炉 65t/24h×3炉 95t/24h×2炉
100m 59m 59m ― 100m 59m 約60m ―

日野市 東村山市 国分寺市 柳泉園組合

町田リサイクル文化センター（2・3号炉） 町田リサイクル文化センター（4号炉） 日野市クリーンセンター 秋水園 清掃センター 塵芥焼却場　（1号炉） 塵芥焼却場　（3・4号炉） 柳泉園クリーンポート

炉・燃焼装置形式 流動床 流動床 ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ

焼却能力 150t/24h×2炉 176t/24h×1炉 110t/24h×2炉 75t/24h×2炉 70t/24h×2炉 135t/24h×1炉 135t/24h×2炉 105t/24h×3炉
― ― ― 59m 約60m 約60m 約60m 100m

西多摩衛生組合 多摩川衛生組合 西秋川衛生組合 多摩ニュータウン環境組合

西多摩衛生組合環境センター クリーンセンター多摩川 3号ごみ焼却炉 4・5号ごみ焼却施設 高尾清掃センター 多摩清掃工場

炉・燃焼装置形式 ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ ストーカ

焼却能力 160t/24h×3炉 150t/24h×3炉 150t/24h×1炉 105t/24h×2炉 75t/24h×2炉 200t/24h×2炉
44.5m 80m ― 60m・100m ― 100m

煙突高さ

煙突高さ

小平・村山・大和衛生組合

煙突高さ

煙突高さ

煙突高さ

煙突高さ

町田市 二枚橋衛生組合

東京二十三区清掃一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合

八王子市 立川市

＜近隣施設の煙突高さ＞

参考１．近隣施設の煙突高さ
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平均風速が排ガスの吐出速度の約1/2以上になると、煙突下流側の渦に巻き込まれる現象（ダウン
ウォッシュ）が起こる。また、煙突実体高が煙突近くの建物や地形によって生じる渦領域に巻きこまれる
現象（ダウンウォッシュ）や流線の下降によって煙が地表面に引き込まれる現象（ダウンドラフト）が起こ
る。

≪ダウンウォッシュ現象≫
煙の排出速度が遅く、風速の2倍以下となると、排煙が煙突特有の負圧域に吸い込まれる現象。

参考２．ダウンウォッシュ現象・ダウンドラフト現象

≪ダウンドラフト現象≫
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参考３．煙突からの白煙

湿式処理

乾式処理

5℃

白煙発生

白煙発生

50％

排ガス中には、水蒸気が通常15～30％程度含まれるため、特
に冬季の湿度の高い時期には煙突排出口の数m上から白煙が見
えることがある。

右図に示す高温度湿度図表と月別気象データから求めた水蒸
気白煙生成状況図（東京）において、乾式処理排ガス中の水分
を20％、湿式処理排ガス中の水分を30％、白煙防止基準を5℃、
50％とすると、以下の状況となる。

①白煙防止を行わない場合

○乾式処理の場合 12～3月の期間で白煙発生

○湿式処理の場合 10～5月の期間で白煙発生湿式処理

②白煙防止を行う場合白煙発生

基本的には白煙は発生しないが、特異な気象条件下においては
白煙が発生する場合がある。

小村大工場 三鷹市環境センター


